
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  平成 26 年税制改正(個人所得課税関係)           

Ｑ：平成26年の税制改正で、個人所得課税

に関するものには、どのようなものがありま

すか？ 

                                              

Ａ：主な改正には、次のようなものがあり

ます。 

【解説】 

平成26年度の税制改正には、次のようなも

のが盛り込まれています。 

 ①給与所得控除の見直し 

  給与所得控除の上限が、漸次引き下げられ

ます。 

           現行   H28年  H29年 

    上限適用と   1,500   1,200  1,000  

    なる給与    万円    万円  万円 

 

  給与所得控    245     230     220 

  除            万円   万円  万円 

 

 ②ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算 

  主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的

で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員

権等)を譲渡損失と他の所得との損益通算

及び雑損控除を適用することができない生

活に通常必要でない資産に含める。 

 ③企業型確定拠出年金の拠出限度額 

          現行   改正後 

  他の企業年金  月5.1万円 月5.5万円 

  がない場合 

  他の企業年金 月2.55万円 月2.75万円 

  がある場合 
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